
 

 

 

 

 

■ 労働者の過半数を代表していること 

 正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働

者の過半数を代表している必要があります。 

■ 労使協定を締結するための過半数代表者を選出することを明

らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること 

 選出に当たっては、正社員だけでなく、

パートやアルバイトなどを含めたすべ

ての労働者が手続に参加できるように

する必要があります。 

 選出手続は、労働者の過半数がその人の

選出を支持していることが明確になる民

主的な手続（投票、挙手、労働者によ

る話し合い、持ち回り決議）がとられ

ている必要があります。 

 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した

場合には、その人は労使協定を締結するために選出されたわけで

はありませんので、当該協定は無効です。 

■ 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと 

 管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と

一体的な立場にある人を指します。 
 

 

過半数組合がない場合 

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続 
 

こちらの資料は、厚生労働省ホームページ上で公開されている３６協定（労

使協定の一種）締結に関する資料の一部を抜粋したものです。詳しい内容に

ついては、労働基準監督署までおたずねください。 


